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	2026.03.30_全ト協発第656号「遠隔点呼の活用による特例」（環・適）
	（全日本トラック協会様）【通知】遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について
	（別添）【国自安第216号】遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について



